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審  議  経  過 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 報告事項 

（１）地域包括支援センターの機能強化について 

地域包括支援センターの充実と効率的な運営を目指すため，センターの委

託型による運営への移行も含み，地域包括支援センターの設置目的，設置主

体と設置形式，市の責務，職員の配置，在宅介護支援センター，地域包括支

援センターの事業構成などについて，見直しに取組ことを報告した。 

【主な意見等】 

会長代理： それでは委員の皆様から質問，意見等がありましたら，お願いいた

します。市の中の日常生活圏域についての歴史は，もう４期か５期の

計画ぐらいからあり，包括職員の地区担当制や，生活圏域を６分割し

て地区診断を細かくしていたので。 

事 務 局： 日常生活圏域の設定自体は，市が３年に一度定める高齢者福祉計

画・介護保険事業計画の中で定められているもので，これに包括職員

を担当地区制度にしたのは，平成２９年度からになります。まだ，１

年です。 

会長代理： 機能的には段々と効果が見られているところはあるんですよね。あ

とは，日常生活圏域ごとのデータで，地区ごとの人口の比率や，高齢

化率が変わってきていますが，例えばこの６分割した圏域ごとにセン

ターを設置するという案は，３０００人以上６０００人未満という規

定では，ちょっと難しいですね。 

事 務 局： 圏域の設定に当たりまして，先ほど「日常生活圏域との整合性に配

慮して」と申し上げましたが，６分割にしてしまいますと，３０００

人から６０００人で，それぞれに３職種を１人ずつ置くということに

なります。それでは，３０００人ぐらいの人口のところも出てきます

ので，費用対効果の部分等もありまして，６分割できればいいのです

が，実態としては離れてしまうので，効果的な分け方ができればいい

のかなと思います。 

会長代理： 分析したデータを見たことがありますが，非常に細かく調べてい

て，生活パターンや，住民の方はどのような方が多いかとか，どうい

うパターンで生活をしているか，家族構成とか非常に細かく分析され

ているような状況なので，それをそのまま活かさない手はないと思っ

ていたのですが，実情としては圏域ごとで置くというのは，難しいと

いうことですよね。委員の皆さん他にご意見があればお願いします。 



委  員： 具体的な案は，次回以降お示ししていただけるということですが，

設置形式に直営方式と委託方式があり，いくつかのパターンが示され

ていますが，このうちのどれを考えているかも次回以降ですか。 

事 務 局： 次回は圏域を一番大きいテーマと考えております。この圏域の人口

規模，高齢者人口，それを踏まえてどうするか。直営方式・委託方式

については，構想の方を提案する場所でありまして，次回は圏域をご

提案させていただいた上で，市役所の庁議で，どういう方向になって

いくのか具体化したものに対して，意見をいただいて，具体的な案と

しましては，次ここで運営協議会の方で提案という形にさせていただ

く方針です。直営・委託の方向というところは，庁議で了解というこ

とをいただいた上で進めて，またここで話を進めていくような形にな

ります。 

会長代理： 守谷市はまだ高齢化率がまだ２０％そこそこで，隣の取手市あたり

は３０の後半ぐらいかと思う。取手市は委託していますが，例えば参

考までにとどのような形の分け方をしていますか。 

事 務 局： 取手市は，市直営はなく，４箇所の法人に委託しています。もとも

と取手市と藤代町が合併していますので，圏域の設定にあたっては，

その辺が関係していたようです。社会福祉法人３箇所とその他の公益

財団法人に１ヶ所ということになっております。 

会長代理： 割と近いので地域柄，いろいろ参考になるかと思っています。これ

から守谷市はどんどん高齢化率は進んでいくような形になると思いま

すが，その辺，センターの方設置については強化していかないといけ

ない領域だと思います。委員の皆様，その他にご質問をお願いしま

す。 

委  員： ６地区に包括から地区担当職員がついたことで，在宅介護支援セン

ターの総合相談件数が減少し，その分６地区の包括地区担当職員の業

務が忙しくなってしまったのか。包括も在介の相談件数もとても減っ

てきていますが，どうでしょうか。 

事 務 局： 包括・在介ともに，どちらも減少しております。しかし，地域包括

支援センターは，窓口での介護保険新規申請受付もしており，介護保

険の認定者が１４００人位いる中，１０００件弱の相談を受けており

ました。その受付を本来の担当である保険グループが行い，現在は何

回も相談となる継続ケース対応にシフトしています。相談件数が減っ

たといえども，一人暮らし高齢者世帯や認知症家族の１人世帯，２人

世帯，成年後見制度利用など，非常に複雑化した相談が増え，家族調

整等に手間がかかっているのが現状です。 

在宅介護支援センターにつきましては，総合相談窓口のブランチと

して従来からの協力いただいておりましたが，包括が６地区に担当職

員をおいたことで，住み分けを行い，相談の入口が非常に分かりやす



くなったため，在宅介護支援センターへの相談件数の多少の減少にな

っているかと考えられます。 

また，毎年熱中症訪問を在介と民生委員のご協力をいただき行って

おりますが，熱中症訪問から継続ケースとなる件数も多くないという

ところとも考えられます。 

委  員： 夏の熱中症訪問は非常に助かっております。その件数も具体的にや

っている件数として載せた方がいいのではと思いました。 

それから今後日常生活圏域の６地区で進めていこうということで具

体的に考えておりますが，さらにもう少し細分化したい，減らしたい

などの見直しは，今後高齢化進んでいったときに可能でしょうか。 

事 務 局： 地域包括支援センターの運営に関しては，大原則高齢者人口によっ

て，職種を何人配置するかということになるため，大野・大井沢地区

ですと数百人となるため，６地区あるから６ヶ所にというのは現実的

には置けないということはご理解いただければと思います。高齢者人

口の５年後１０年後，どのように変わっていくかを見定めながら，次

回ご提案させてもらう中で，皆様のご意見をいただきたいと思いま

す。 

委  員： 少し話が反れてしまいますが，先日，松前台自治会館にて介護保険

の説明会があり参加したのですが，皆さん色々な質問をしていました

が，介護保険を使っていない，実態も知らないという高齢者の方が多

いと分かりました。それが現状だと思いますので，知る機会に自治会

館などを利用するのも一つの参考になるのではと思いました。 

会長代理： そういう意見も今後反映していただければと思います。 

そもそも設置人数の規定が３０００人以上６０００人未満とありま

すが，複雑かつ広範囲にわたるような業務の中で，実際この人数で間

に合っているのかどうか。たとえば市として手厚く人員配置を設定す

ることができるかとか，そういう議論についてはどのような場で考え

るべきでしょうか。 

事 務 局： 現状の感想にはなりますが，非常に足りているかというと，難しい

です。なぜかというと，直営１ヶ所でやっており，そこに行政職やさ

まざまな相談があるだけではなく，在宅医療・介護連携，認知症施

策，一般介護予防事業など，他の業務があります。平たく３０００人

から６０００人に，各職種を置くとなると厳しいのが現実です。 

会長代理： 規定でそれぞれ各職種１名ずつのところも手厚く配置することで，

介護の認定率を低く抑えることができる可能性もあると思うので，今

後検討していただければと思います。 

委  員： 包括委託のデメリットを考えた場合，市との連携が上手くいくかど

うかが大切だと思いますが，いかがでしょうか。 

事 務 局： 包括委託の際に最も課題に出ることだと思います。市との連携は下



準備をした上で，進めていきたいと思います。市が持っている情報が

たくさんありますので，受託をする法人があった場合には，情報提供

と市と委託先は一緒に連動することが多くなるかもしれません。包括

が今まで何年も培ったエッセンスも伝えていかなければいけないとこ

ろもありますので，支援も十分やっていきたいと考えております。 

会長代理： どの職種業界もそうですが連携し，情報共有していくのは必要なこ

とだと思いますのでよろしくお願いします。 

 

４ その他 

（１）地域密着型サービス事業所の指定更新について 

平成３０年７月２９日に指定期間満了となるデイサービス守谷リハビリテ

ーションセンターの指定更新について報告し，意見をいただいた。 

【主な意見等】 

会長代理： デイサービス守谷リハビリテーションセンターの再指定更新の件に

ついて，委員の皆様から質問ご意見等あればお願いいたします。 

委  員： 御所ケ丘二丁目１１番地２山田ビル１階というのはどの辺りでしょ

う。 

事 務 局： 新守谷駅から県道をスーパーのビッグAなどの方に向かっていただ

き，高速道路の橋がある手前側です。 

委  員： ６３名現在登録されていて一日１０名利用されてらっしゃるという

ことですが，登録だけしている方が多いという意味でしょうか。 

事 務 局： ６３名が毎日通っているのではなく，週１回利用の方もいれば週２

回利用の方もいらっしゃいますので，1日その時間に利用される方は

１０人までとなっています。登録だけで通っていないという方はいま

せん。 

委  員： 従業員者数の５名の職種の内訳をうかがってもよろしいですか。 

事 務 局： 管理者兼機能訓練員１名，生活相談員２名，介護職員が２名です。 

委  員： 管理者の方が理学療法士ということでよろしいでしょうか。 

事 務 局： はい。管理者ですね。 

委  員： 設置面積やその環境面について明記する必要性は特にないでしょう

か。 

事 務 局： 機能訓練室の面積は利用者人数×３平米の決まりがありますので，

こちらの事業所ですと，３０平米以上必要となっております。そちら

につきましては，書類上５６．５平米という事で，基準を満たしてい

ます。同時に現地確認によって計測しておりますので，問題はござい

ません。 

委  員： リハビリに特化しているということですが，入浴サービスとかはあ

るのかと，入浴室があるのでしょうか。 

事 務 局： こちらのサービス事業所は入浴のサービスは行っておりません。従



いまして入浴設備もございません。 

会長代理： いわゆる機能訓練特化型のデイサービスというような形式でやって

いるところですよね。では当協議会としての意見はなしということ

で，よろしいでしょうか 

【一同了承】 

 

（２）次回の会議日程について 

平成３０年７月２６日（木）午後２時から開催することとなった。 
 

５ 閉会 

 


